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当社株式の新規上場審査基準に準じた審査申請の現状に関するお知らせ 

 

当社株式の新規上場審査基準に準じた審査申請の現状に関しまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．審査申請の現状について 

当社は、平成 23年１月 27日から平成 26年６月 30日までを期間とした「合併等による実質的存続性

の喪失に係る猶予期間」にありましたが、猶予期間終了日である平成 26 年６月 30 日までに新規上場

審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査申請（以下、「適合審査申請」といいます。）を

行えなかったため、平成 26年 7月 1日より監理銘柄（確認中）に指定されました。 

当社の現状は、債務超過となり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況の解消に至ら

ず、適合審査の基準である新規上場審査基準に適合する状態にありません。 

また、適合審査申請を行うには、制度上取引参加者（証券会社）が作成した確認書の提出が義務付け

られていることから、証券会社各社に対して幹事就任を打診してまいりましたが、受託を得ることが

できず、名古屋証券取引所に対し適合審査申請を行えないこととなりました。 

当社では、適合審査申請を行うべく最大限取り組んでまいりましたが、猶予期間終了後最初の有価証

券報告書提出日（平成 26 年９月 30 日）から起算して８日目（休業日を除外する）の日である本日、

上述のとおり適合審査申請を行うことができないため、上場廃止決定による整理銘柄への指定がなさ

れる予定であります。 

 

２．整理銘柄指定後の当社株式の取り扱い 

当社株式は、平成 26年 10月９日(木)から平成 26年 11月９日(日)までの整理銘柄指定期間中は売買

が可能（実質的な最終売買日は平成 26年 11月７日(金)）ですが、平成 26 年 11月 10日(月)付にて上

場廃止となる予定です。 

 

株主の皆様に大変なご迷惑をお掛けすることとなりましたこと、深くお詫び申し上げます。 

 

以 上 
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